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(57)【要約】
【課題】室内の既存壁面吊下され、その表面に簡単な作
業により、棚などを造作し、この部分に小物類を整理し
て設置または吊下げできるようにしたディスプレイパネ
ルを提供する。
【解決手段】化粧板１の表面に、各種ブラケットを取付
けるための多数の取付孔３ａを列設した少なくとも１対
の直付柱３を平行に設けるとともに、化粧板１の背面を
懸架装置を介して室内の既存壁面２０に固定したディス
プレイパネルであって、懸架装置は、室内の既存壁面２
０に水平方向に固定させるようにした懸架装置本体１０
の内面より前方に突設される左右方向に長手の係止爪片
１０ｃと、化粧板１の上部背面に固定される取付板１１
の背面に突設される左右方向に長手の係止爪１１ｃとを
備え、係止爪１１ｃを係止爪片１０ｃに係合させること
により、化粧板１を室内の既存壁面２０に吊下状態に懸
架するようにした。
【選択図】　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧板（１）の表面に、各種ブラケットを取付けるための多数の取付孔（３ａ）を列設
した少なくとも１対の直付柱（３）を平行に設けるとともに、前記化粧板（１）の背面を
懸架装置を介して室内の既存壁面（２０）に固定したディスプレイパネルであって、前記
懸架装置は、前記室内の既存壁面（２０）に水平方向に固定させるようにした懸架装置本
体（１０）の内面より前方に突設される左右方向に長手の係止爪片（１０ｃ）と、前記化
粧板（１）の上部背面に固定される取付板（１１）の背面に突設される左右方向に長手の
係止爪（１１ｃ）とを備え、前記係止爪（１１ｃ）は化粧板（１）の左右幅と略同等の左
右幅とされ、係止爪（１１ｃ）を係止爪片（１０ｃ）に係合させることにより、化粧板（
１）を室内の既存壁面（２０）に吊下状態に懸架するようにしたことを特徴とするディス
プレイパネル。
【請求項２】
　前記各直付柱（３）は、少なくとも前記取付孔（３ａ）を表面に覗かせた状態で化粧板
（１）に埋設固定されていることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記各直付柱（３）で囲われた内側部において、前記化粧板（１）表面に、パネル状表
示体（４）を設けたことを特徴とする請求項１または２に記載のディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記化粧板（１）の下部背面に、弾性の間隔保持部材（１３）を設け、該間隔保持部材
（１３）の先端を既存壁面２０に当接し、化粧板（１）の下部と、既存壁面（２０）間の
間隔を保持するようにしたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のディスプ
レイパネル。
【請求項５】
　前記懸架装置は、前板（１０ａ）と背板（１０ｂ）を一体に連接するとともに、前板（
１０ａ）が一段低く形成された成形体からなり、かつ背板（１０ｂ）を室内の既存壁面（
２０）に水平方向に固定させるようにした略Ｈ形若しくは開口部を上向きとした略コ形断
面のレール状の懸架装置本体（１０）と、背板（１０ｂ）の内面より前方に突設された係
止爪片（１０ｃ）と、前記化粧板（１）の上部背面に固定される略逆Ｌ字形断面の取付板
（１１）と、取付板（１１）の背面に突設され、かつその先端部の上面が係止爪片（１０
ｃ）の下面に係合する係止爪（１１ｃ）とを備え、係止爪（１１ｃ）の基部（１１ａ）の
下面を前記前板（１０ａ）の上縁（１０ａ’）に載置せしめた状態で、係止爪片（１０ｃ
）の下面に係止爪（１１ｃ）の先端上面を係合させることにより、化粧板（１）を室内の
既存壁面（２０）に吊下状態に懸架するようにしたことを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれかに記載のディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記懸架装置本体（１０）の背面板の内面上部には上下１対の突片（１０ｄ，１０ｄ）
が水平方向に突設され、該上下１対の突片（１０ｄ，１０ｄ）の間を既存壁面に対する固
定部とするとともに、略コ字形断面をなすカバー（１６）により、固定部を覆うことを特
徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記懸架装置本体（１０）の上部開口は、幅方向に長手の蓋部材（１４）で覆われ、こ
の蓋部材（１４）の下面には、前記取付片（１１）の背面に及び前記カバー（１７）前面
に当接する前後の当接片（１４ａ，１４ａ）が一体に形成されていることを特徴とする１
乃至６のいずれかに記載のディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の既存壁面に懸架して、前面に各種物品を支持できるようにしたディス
プレイパネルに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、アパート、マンションなどの集合住宅では、収納スペースは少ない反面、壁は
比較的大きな面積があり、この壁面に棚など造作し、これに小物類を整理しておくように
すれば、この部分を格納空間として利用できる。但し、これら収納住宅の壁はコンクリー
ト造あるいはプラスターボード造がほとんどであり、コンクリート造の場合には、コンク
リート用ビスを必要とし、また　プラスター造の場合には、支持強度がほとんどなく、そ
れ専用の特殊ビスを必要とし、いずれも棚の造作が面倒であるほか、賃貸の場合には、撤
去後にそれらの穴後による修繕費などを必要とする。
【０００３】
　また、事務所などのパーティション壁面の場合には、薄鋼板製であるため、棚などを造
作することはできず、せいぜいポスター、写真などを貼付けるだけのものであった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明は、以上の課題を解決するものであり、その目的とするところは、室内
の既存壁面吊下され、その表面に簡単な作業により、棚などを造作し、この部分に小物類
を整理して設置または吊下げできるようにしたディスプレイパネルを提供するものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するため、本発明のディスプレイパネルは、化粧板１の表面に、各種ブ
ラケットを取付けるための多数の取付孔３ａを列設した少なくとも１対の直付柱３を平行
に設けるとともに、前記化粧板１の背面を懸架装置を介して室内の既存壁面２０に固定し
たディスプレイパネルであって、前記懸架装置は、前記室内の既存壁面２０に水平方向に
固定させるようにした懸架装置本体１０の内面より前方に突設される左右方向に長手の係
止爪片１０ｃと、前記化粧板１の上部背面に固定される取付板１１の背面に突設される左
右方向に長手の係止爪１１ｃとを備え、係止爪１１ｃを係止爪片１０ｃに係合させること
により、化粧板１を室内の既存壁面２０に吊下状態に懸架するようにしたことを特徴とし
ている。
【０００６】
　前記係止爪１１ｃの左右方向の長さは、前記化粧板１の左右方向の長さと略等しく形成
されている。また、前記係止爪片１０ｃの左右方向の長さは、係止爪１１ｃ及び化粧板１
の左右方向の長さと略等しく形成されていても良いが、化粧板１の左右方向の長さよりも
長く形成されていても差し支えない。
【０００７】
　前記各直付柱３は、少なくとも前記取付孔３ａを表面に覗かせた状態で化粧板１に埋設
固定された構成とすることができる。
【０００８】
　前記各直付柱３で囲われた内側部において、前記化粧板１表面に、ミラーなどのパネル
状表示体４を設けることができる。このようなパネル状表示体４を設けた構成では、左右
一対の直付柱３は、化粧板の表面から突出していても良く、該突出直付柱３の間にパネル
状表示体４を嵌合するように設ければ良い。
【０００９】
　前記化粧板１の下部背面に、弾性の間隔保持部材１３を設け、該間隔保持部材１３の先
端を既存壁面２０に当接し、化粧板１の下部と、既存壁面２０間の間隔を保持するように
することができる。
【００１０】
　本発明に係るディスプレイパネルに用いる前記懸架装置は、前板１０ａと背板１０ｂを
一体に連接するとともに、前板１０ａが一段低く形成された成形体からなり、かつ背板１
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０ｂを室内の既存壁面２０に水平方向に固定させるようにした略Ｈ形若しくは開口部を上
向きとした略コ形断面のレール状の懸架装置本体１０と、背板１０ｂの内面より前方に突
設された係止爪片１０ｃと、前記化粧板１の上部背面に固定される略逆Ｌ字形断面の取付
板１１と、取付板１１の背面に突設され、かつその先端部の上面が係止爪片１０ｃの下面
に係合する係止爪１１ｃとを備え、係止爪１１ｃの基部１１ａの下面を前記前板１０ａの
上縁１０ａ’に嵌置せしめた状態で、係止爪片１０ｃの下面に係止爪１１ｃの先端上面を
係合させることにより、化粧板１を室内の既存壁面２０に吊下状態に懸架するようにした
ことを特徴としている。
【００１１】
　前記懸架装置本体１０の背面板の内面上部には上下１対の突片１０ｄ，１０ｄが水平方
向に突設され、該上下１対の突片１０ｄ，１０ｄの間を既存壁面に対する固定部とすると
ともに、略コ字形断面をなすカバー１６により、固定部を覆うようにすることができる。
【００１２】
　また、懸架装置本体１０の上部開口は、幅方向に長手の蓋部材１４で覆われ、この蓋部
材１４の下面には、前記取付片１１の背面に及び前記カバー１７前面に当接する前後の当
接片１４ａ，１４ａが一体に形成された構成とすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るディスプレイパネルによれば、化粧板そのもの自体の装飾性により、室内
の既存壁面の見栄えが向上するとともに、これに備えられた直付柱に棚板支持用のブラケ
ットを取付ければ、簡単に棚を造作できるほか、ハンガーブラケット、フックなどを各直
付柱に取付けたり、直付柱間に掛渡すことにより、小物取付部分を簡単に造作できる。デ
ィスプレイパネルの懸架装置を構成する係止爪及び係止爪片は、左右方向に長手く、少な
くとも化粧板側の係止爪は、化粧板の左右幅と略同等の左右幅とされていることから、重
量のあるディスプレイパネルを既存壁面に安定的且つ着脱自在に吊り下げ懸架させること
ができる。化粧板としては、木質系のものが好適である。
【００１４】
　請求項２の発明によれば、直付柱の取付孔を表面に覗かせているだけのため、平坦であ
り、見栄えも良い。
【００１５】
　請求項３の発明によれば、ユーザの用途、好みに応じて、実用性や、装飾性を増すこと
ができる。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、化粧板の取付状態における化粧板の鉛直度を精度よく確保で
きる。
【００１７】
　本発明において、請求項５乃至７に記載の懸架装置を用いることにより、重量のあるデ
ィスプレイパネルを安全容易に既存壁面に吊下状態で取り付けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１，図２は、本発明に係るミラー付ディスプレイパネルの製作手順を示している。こ
のうち図１（ａ）は加工前の化粧板１を示している。この化粧板１の素材は、杉板、檜板
などの単板またはランバーコア材、あるいは、表層にこれらの化粧用薄板を貼着した木質
ボード材などから構成された木質系のものである。なお図では模式化して描かれているが
、目的、用途などに応じて、縦横６０×９０～９０×２００程度縦横寸法に形成され、厚
さは１２程度の定尺材の中から任意に選択される。
【００１９】
　この化粧板１は図１（ｂ）に示すように、木工により、その表面側の縦方向に沿って１
対の深溝１ａが平行に形成されるとともに、上部側となる一側部には、コンセント取付用
の孔１ｂが打抜き加工された後、各深溝１ａの形成位置において、化粧板１の背面に補強
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板２を固定した上で、各深溝１ａ内に直付柱３を嵌合固定することにより、図２（ａ），
（ｂ）に示すように、１対の直付柱３を表面に平行に埋設し、その背面を補強板２で補強
した化粧板１となる。
【００２０】
　各補強板２は、所定幅の木板材からなり、前記深溝１ａによる化粧板１の強度低下を補
うことを目的として、木ねじなどによって化粧板１の背面に固定される。なお、補強板２
の長さが化粧板１の縦寸法より短いのは、後述する懸架装置によって壁面に取付ける際に
懸架装置に対する干渉を防止するためである。また、直付柱３は、断面コ字形レール状素
材の表面の長手方向に沿って多数の取付孔３ａを等ピッチで打抜き成形したものであり、
化粧板１の縦寸法に応じた長さに切断して用られる。取付孔３ａが２列に列設された直付
柱を用いることもできる。
【００２１】
　その後、図２（ｃ）に示すように直付柱３で囲われた内側に、摘みねじ４ａなどを介し
てミラーなどのパネル表示体４を固定するとともに、取付用孔１ｂ内にコンセント５を嵌
め込み固定すれば、ディスプレスパネルの単体が完成する。なお、コンセント５にコード
５ａを介して接続されたプラグ５ｂは、化粧板１の背面に適宜引回され、既存壁面に設け
た最寄の壁用コンセントに接続されるものである。
【００２２】
　次に、以上の化粧板１をディスプレイパネルとして既存壁面に固定するための上述の懸
架装置を図３を用いて説明する。懸架装置は、前板１０ａと背板１０ｂを一体に連接する
とともに、前板１０ａを一段低く形成し、かつ背板１０ｂを室内の既存壁面にねじ固定具
Ｂを介して水平に固定される側面視略Ｈ形若しくは開口部を上向きとした略コ形断面のレ
ール状の懸架装置本体１０と、前記化粧板１の上部背面にねじ固定具Ｂを介して固定され
る略逆Ｌ字形断面の取付プレート１１と、前記化粧板１の下部背面に固定具Ｂを介して固
定されるコ字形断面の取付用レール１２に嵌め付けられて既存壁面に当接するクッション
ゴムよりなる間隔保持部材１３と、化粧板１の上面と既存壁面間の隙間を閉塞する上部カ
バーとなる蓋部材１４と、化粧板１の下面に固定具Ｂを介して固定され、化粧板１の下面
と既存壁面間の隙間を閉塞する下部カバー１５、および背板１０ｂのねじ取付位置の上下
を囲う横長の突片１０ｄに嵌合されてねじ取付位置を閉塞するコ字形カバー１６とを備え
ている。
【００２３】
　上記懸架装置を構成する懸架装置本体１０及び取付プレート１１は、共に金属の押し出
し部材により構成され、化粧板１の幅と略同幅に切断されて使用される。既設壁面の側に
固定される懸架装置本体１０は、該壁面の左右幅方向に沿って、化粧板１の幅よりも長く
形成させることが可能であり、このように長く形成させることにより、化粧板１の壁面に
対する左右方向の懸架位置を容易に調整させることができる。
【００２４】
　なお、図におけるクッションゴムは、化粧板１の下部側の間隔保持部材１３として機能
するものであり、ウレタンなどの中空押出し成形体から構成されるもので、クッションゴ
ム以外の部材は全てアルミなどの異形押出し成形体から構成されている。また、図ではカ
ットモデルを示しているが、実際の各部材は、化粧板１の幅寸法に応じた長さに形成され
る。
【００２５】
　取付プレート１１の背面には、係止爪の水平基部１１ａとこれに連続して下方に傾斜す
る係止爪の傾斜中間部１１ｂおよび中間部１１ｂの後部に連続して、図の一部に拡大して
示すように、上向きとした先端係止爪１１ｃが一体に形成されている。
【００２６】
　装置本体１０の前板１０ａの上縁１０ａは、前記係止爪基部１１ａの下面が突合わされ
ることにより、取付プレート１１の高さ位置を位置決めするようになっている。また、前
板１０ａより低い位置において背板１０ｂには、図の一部に拡大して示すように、下向き
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とした係止爪片１０ｃが突設され、取付プレート１１を装置本体１０に装着するには、係
止爪の傾斜中間部１１ｂを前板１０ｂの頂部を乗り超えて、その前端の係止爪１１ｃを係
止爪片１０ｃの下面に係合することによって、装置本体１０に取付プレート１１が懸架状
態に支持されるようになっている。
【００２７】
　図４は、前記化粧板１に前記取付板１１、間隔保持部材１３、下部カバー１５を固定し
た状態を示すものである。この状態で予め既存壁面に取付けられた装置本体１０の係止爪
片１０ｃに取付板１１の係止爪１１ｃを引掛け係止し、次いで蓋部材１４で上部側の隙間
を閉塞すれば、図５に示すように、既存壁面２０に化粧板１は固定され、ディスプレイパ
ネルとして機能する。取付状態において、化粧板１の下部側は、間隔保持部材１３の後端
が既存壁面面２０に当接することによりことにより、下部側の間隔も保持され、吊下状態
における化粧板１の鉛直度が保たれる。蓋部材１４の下面には、取付片１１の背面及びカ
バー１７の前面に挿入当接する当接片１４ａ，１４ａが突設して形成されている。
【００２８】
　なお、既存壁面２０がコンクリートの場合には、コンクリート用ねじを介して装置本体
１０を予め固定しておき、また、プラスターボードの場合には、それ専用の特殊ねじを介
して固定することが必要であるが、いずれのねじとも装置本体１０の幅方向で一列であり
、複数箇所にねじ込み固定すればよいので、その取付個数が最小であっても充分既存壁面
２０に対する固着強度を得られ、懸架装置を介して取付けられる化粧板１の吊下げ荷重に
十分に抗するものとなる。また、ねじの取付箇所が一箇所の一列だけであるため、例えば
賃貸住宅などにおける撤去後の修繕費なども、最小とできる。
【００２９】
　図６は、以上の化粧板１における直付柱３を利用してミラーによるパネル表示体４の上
下に棚３０を配置した場合を示している。各棚３０は、各直付柱３の取付孔に差込まれる
差込み片を形成した支持バー３１と、支持バー３１間に両端支持された多数のパイプ材か
らなる棚板３２とからなるものであり、棚３０上に、化粧品容器や、フィギアなどを任意
に設置できる。なお棚３０としては、種々のデザインがあるので、ユーザの好みに応じて
適宜選択すればよい。また棚だけでなく、フック、ハンガーブラケットなどを個々に取付
孔３ａに引掛け係止できることも勿論である。
【００３０】
　なお、本発明は以上の実施形態に限定されるものでなく、ユーザの目的や、好み、用途
に応じて種々の変形を行うことができる。例えば、以上の実施形態では、１対の直付柱３
を化粧板１に固定したがそれ以上であっても良い。また、パネル状表示体として、ミラー
を選択したが、例えばホワイトボード、黒板、あるいは写真、ポスターなどを内部に収装
したアクリル板や、絵画などを収装した額縁などの各種表示体を選択できることは勿論で
ある。
【００３１】
　また、コンセント５でなく、スイッチに代替できるとともに、予め化粧板の上部などに
スイッチにより点灯、消灯可能な照明具を配置したり、コンセントとスイッチの組合せな
ども選択できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】（ａ），（ｂ）は、本発明に係る本発明に係るディスプレイパネルの製作手順を
示す斜視図である。
【図２】（ａ）～（ｃ）は、引続く製作手順を示す斜視図である。
【図３】本発明に用いる懸架装置を示す分解斜視図である。
【図４】同懸架装置の一部を固定したディスプレイパネルを示す斜視図である。
【図５】同懸架装置を介してディスプレイパネルを既存壁面に固定した状態を示す側断面
図である。
【図６】同ディスプレイパネルに棚板を固定した場合を示す斜視図である。
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【符号の説明】
【００３３】
　１　化粧板
１ａ　溝
１ｂ　コンセント取付孔
　２　補強板
　３　直付柱
３ａ　取付孔
　４　パネル表示体
４ａ　摘みねじ
　５　コンセント
５ａ　コード
５ｂ　プラグ
１０　懸架装置本体
１０ａ　前板、１０ａ’　上縁
１０ｂ　背板
１０ｃ　係止爪片
１０ｄ　突片
１１　取付板
１１ａ　係止爪基部
１１ｂ　係止爪中間部
１１ｃ　係止爪
１２　取付用レール
１３　間隔保持部材
１４　蓋部材、１４ａ　当接片
１５　下部カバー
１６　カバー
２０　既存壁面
３０　棚
３１　支持アーム
３２　棚板
　Ｂ　固定具
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